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○大和高田市就学援助費事務取扱要綱 

平成14年10月４日教育委員会告示第23号 

改正 

平成15年２月４日教委告示第６号 

平成17年３月25日教委告示第10号 

平成17年５月10日教委告示第14号 

平成20年12月１日教委告示第24号 

平成21年４月１日教委告示第９号 

平成23年４月１日教委告示第６号 

平成25年７月２日教委告示第13号 

平成31年１月30日教委告示第２号 

令和２年２月12日教委告示第３号 

令和２年６月１日教委告示第17号の２ 

令和３年３月26日教委告示第10号 

令和５年３月24日教委告示第９号 

令和５年10月19日教委告示第21号 

令和６年３月28日教委告示第６号 

大和高田市就学援助費事務取扱要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条の規定に基づき、経済的な理由に

よって就学困難な児童生徒及び就学予定者の保護者に対し、必要な援助を与えることにより義務

教育の円滑な実施に資するため、市が行う援助（以下「就学援助」という。）について必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 児童生徒 学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒で、小学校（義務教育学校

の前期課程を含む。以下同じ。）又は中学校（義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）

に在籍するものをいう。 

(２) 就学予定者 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第５条第１項に規定する就学予定

者をいう。 
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(３) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者及び同条に規定する保護者の委任を受け、現

に同居し、養育している者をいう。 

（援助対象者） 

第３条 就学援助の対象となる者は、大和高田市立の小学校又は中学校の児童生徒又は就学予定者

の保護者並びに本市に住所を有する小学校又は中学校の児童生徒又は就学予定者の保護者（他の

地方公共団体から就学援助を受けている者を除く。）であって、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定する要保護者（以下「要保護者」

という。） 

(２) 次のいずれかに該当し、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者（以

下「準要保護者」という。） 

ア 支給対象年度において住民税非課税世帯に属する者 

イ 災害、事故、疾病その他の家計の急変の原因となる事由により児童生徒を就学させること

が困難であると学校長が認めた者 

（就学援助費の費目及び対象経費） 

第４条 就学援助費として支給する費目及び対象経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、生活

保護法第13条の規定による教育扶助受給者については第１号、第２号、第３号、第８号及び第９

号の費目を、同法第12条の規定による生活扶助受給者については第５号及び第６号の費目を、同

法第15条の規定による医療扶助受給者については第７号の費目を、支給の対象としない。 

(１) 学用品・通学用品購入費 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必

要とされる学用品（実験及び実習材料を含む。）及び通常必要とされる通学用品（通学用靴、

雨靴、雨傘、上履き、帽子等）の購入に要する経費 

(２) 宿泊を伴わない校外活動費 児童生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事と

しての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接要した交通費、見学料等の経費 

(３) 宿泊を伴う校外活動費 児童生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事として

の活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接要した交通費、宿泊費、見学料等の経費 

(４) 修学旅行費 修学旅行に直接要した交通費、宿泊費、見学料等の経費及び修学旅行に参加

した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、

医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅費取扱料金等の

経費 
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(５) 新入学学用品・通学用品購入費 新入学の児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品

（ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘及び上履き等をいう。以下同じ。）

の購入に要した経費であって、入学後に支給するもの 

(６) 新入学準備金 就学予定者が通常必要とする学用品及び通学用品を購入に要する経費であ

って、入学前に支給するもの 

(７) 医療費 学校保健安全法施行令（昭和33年政令第174号）第８条に定める疾病の治療に要し

た経費で、保護者が負担することとなる費用の一部 

(８) 学校給食費 児童生徒が受けた給食の実施に要する経費で、保護者が負担することとなる

費用 

(９) オンライン学習通信費 ＩＣＴを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材

として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される

場合の家庭におけるオンライン学習に係る経費（当該学習に必要な通信機器の購入又は借入れ

に係る経費を含む。） 

（援助の申請） 

第５条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会が定める日から当該年度の５月31

日（大和高田市の休日を定める条例（平成元年条例第３号）第１条の休日であるときはその翌日）

までに、就学援助費受給申請書（様式第１号）を教育委員会に提出しなければならない。ただし、

小学校の第６学年の児童の保護者が申請をしたときは、併せて中学校の第１学年に就学を予定し

ている就学予定者の保護者としての申請があったものとみなす。 

２ 前項の規定にかかわらず、就学予定者の保護者が新入学準備金を受給しようとするときは、就

学を予定している年度の前年度の教育委員会が定める日から当該年度の２月末日（大和高田市の

休日を定める条例第１条の休日であるときはその翌日）までに、就学援助費（新入学準備金）受

給申請書（様式第２号）を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、前項ただ

し書の規定による申請があった場合は、この限りでない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、援助の申請の期限について、転入学又は経済的困窮若しくは災害

等により年度中途において就学援助の認定を必要とする者がいるときその他の教育委員会が特に

必要と認めるときは、この限りでない。 

（認定） 

第６条 教育委員会は、前条の規定による申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請

の審査を開始し、認定の可否を決定するものとする。 
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２ 教育委員会は、前項の規定により就学援助の認定をしたときは、直接又は学校長を通じて、前

条の規定により申請した保護者に対し、就学援助費受給認定通知書（様式第３号）により通知す

るものとする。 

３ 教育委員会は、第１項の規定により就学援助を不認定としたときは、前条の規定により申請し

た保護者に対し、就学援助費受給不認定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（認定の期間） 

第７条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者（以下「認定保護者」という。）が就学援助

を受けることができる期間は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める期間とす

る。 

(１) 第５条第１項の規定による申請が同項に規定する期間内になされたとき 申請した日が属

する年度の４月１日から学年末までの期間 

(２) 第５条第２項の規定による申請が同項に規定する期間内になされたとき 申請した日が属

する年度の３月１日から３月31日までの期間 

(３) 第５条第３項に規定する者による申請がなされたとき 申請した日が属する月の翌月の初

日（災害等正当な理由により申請が遅れたと認められるときは、当該年度内で教育委員会が定

める日）から学年末までの期間 

（認定の取消し） 

第８条 教育委員会は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 第３条に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。 

(２) 不実の申請その他不正な手段によって就学援助費を受給したとき。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この要綱は、平成14年11月１日から施行する。 

附 則（平成15年２月４日教委告示第６号） 

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月25日教委告示第10号） 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年５月10日教委告示第14号） 
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この要綱は、平成17年８月１日から施行する。 

附 則（平成20年12月１日教委告示第24号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成21年４月１日教委告示第９号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成23年４月１日教委告示第６号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年７月２日教委告示第13号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成31年１月30日教委告示第２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行し、改正後の大和高田市就学援助費事務取扱要綱の規定は、平

成30年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の適用の日から施行の日の前日までの間において、この告示による改正前の大和高田

市就学援助費事務取扱要綱の規定によってされた申請、認定その他の行為については、改正後の

大和高田市就学援助費事務取扱要綱の相当の規定によってされたものとみなす。 

附 則（令和２年２月12日教委告示第３号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の大和高田市就学援助費事務取扱要綱の規定は、令和

２年２月１日から適用する。 

附 則（令和２年６月１日教委告示第17号の２） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和３年３月26日教委告示第10号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月24日教委告示第９号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年10月19日教委告示第21号） 

この告示は、令和５年11月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月28日教委告示第６号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 

 


